
養
老
特
別
保
護
地

区 名

称

第

五

百

九

十

九

号

令

和

七

年

六

月

十

七

日

養
老
郡
養
老
町
飯
ノ
木
地
内
の
町
道
柏
尾
飯
ノ
木
一
号
線
の
津
屋
川
に
架

か
る
源
氏
橋
東
端
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
川
左
岸
の
町
道
飯
ノ
木
小

倉
一
号
線
を
東
南
進
し
町
道
鷲
巣
三
号
線
と
の
交
点(

寺
橋)

に
至
り
、

同
所
か
ら
同
町
道
を
西
進
し
町
道
柏
尾
新
田
南
小
倉
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
所
か
ら
同
町
道
を
西
北
進
し
町
道
養
老
駅
前
子
供
の
国
線
と
の
交
点
に

至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
西
進
し
国
有
地
管
理
道
路
と
の
交
点
に
至
り
、

同
所
か
ら
同
管
理
道
路
を
東
南
進
し
養
老
公
園
国
有
地
と
民
有
地
と
の
境

界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
を
西
進
し
た
の
ち
北
東
進
し
林

道
大
洞
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
林
道
を
西
北
進
し
町
道
沢
田

養
老
縦
貫
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
北
東
進
し
県
道
大

垣
養
老
公
園
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
北
東
進
し
県
道

区

域

(

火
曜
日)

目

次

告

示

○
特
別
保
護
地
区
の
指
定

(

環
境
生
活
政
策
課)

二
六
三
ペ
ー
ジ

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
及
び
三
分
の
一
の

数

(

選
挙
管
理
委
員
会)

二
六
四

公

示

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

(

農
地
整
備
課)

二
六
五

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

情
報
科
学
芸
術
大
学
院
大
学)

二
六
六

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
百
九
十
八
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
保
護
地
区
の
指
定
を
す
る
た
め
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
別
保
護
地
区
の
名
称
、
区
域
、
存
続
期
間
及
び

保
護
に
関
す
る
指
針
の
案
並
び
に
こ
れ
ら
の
縦
覧
場
所
を
公
告
す
る
。

な
お
、
同
法
第
二
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、

当
該
区
域
に
係
る
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
令
和
七
年
六
月
十
七
日
か
ら
同
年
六
月
三
十
日
ま
で
の

間
に
当
該
指
針
の
案
に
つ
い
て
、
岐
阜
県
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
七
年
六
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

特
別
保
護
地
区
の
名
称
及
び
区
域

令和７年６月17日 岐 阜 県 公 報 第 599 号( 263 )

○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
七
年
六
月
十
七
日



二

特
別
保
護
地
区
の
存
続
期
間

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

三

特
別
保
護
地
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針
の
案

四

一
か
ら
三
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
縦
覧
場
所

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
六
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
並
び
に
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、

第
八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及

び
運
営
に
関
す
る
法
律(

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙

権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数(

そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ

て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る

数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数)

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第 599 号 岐 阜 県 公 報 令和７年６月17日 ( 264 )

千
光
寺
特
別
保
護

地
区

福
岡
中
学
校
特
別

保
護
地
区

養
老
特
別
保
護
地

区 名

称

千
光
寺
特
別
保
護

地
区

福
岡
中
学
校
特
別

保
護
地
区

森
林
鳥
獣
生

息
地
の
保
護

区 身
近
な
鳥
獣

生
息
地
の
保

護
区

森
林
鳥
獣
生

息
地
の
保
護

区 指
定
区
分

高
山
市
丹
生
川
町
下
保
字
千
光
寺
の
区
域

中
津
川
市
福
岡
地
内
の
市
道
福
岡
三
四
二
号
線
と
市
道
福
岡
一
六
八
号
線

と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
市
道
福
岡
三
四
二
号
線
を
北
進
し
大

久
手
洞
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
洞
を
東
進
し
市
道
福
岡
三
二
九

号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
進
し
市
道
福
岡
三
三
〇

号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
東
進
し
市
道
長
根
馬
場
線

と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
西
進
し
市
道
福
岡
一
六
八
号

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
西
進
し
起
点
に
至
る
線
に

よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

南
濃
関
ケ
原
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
北
進
し
町
道
柏

尾
飯
ノ
木
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
北
東
進
し
起

点
に
至
る
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

当
該
区
域
を
含
む
地
域
は
、
大
径
の
針
葉
樹
を
主
と
す
る

混
交
林
が
分
布
す
る
林
相
の
変
化
に
富
む
地
域
で
あ
り
、

ヤ
マ
ド
リ
、
ア
オ
ゲ
ラ
、
ヒ
ガ
ラ
、
テ
ン
、
ム
サ
サ
ビ
を

当
該
区
域
を
含
む
地
域
は
、
針
広
混
交
林
が
分
布
す
る
丘

陵
地
帯
で
あ
り
、
コ
ゲ
ラ
、
サ
ン
シ
ョ
ウ
ク
イ
、
メ
ジ
ロ
、

テ
ン
、
ニ
ホ
ン
リ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
多
種
多
様
な
鳥
獣

が
生
息
し
て
い
る
。
特
に
多
く
の
鳥
獣
の
生
息
が
確
認
さ

れ
、
自
然
観
察
の
場
と
し
て
最
適
で
あ
る
福
岡
中
学
校
を

中
心
と
す
る
当
該
区
域
に
つ
い
て
、
特
別
保
護
地
区
に
指

定
し
、
生
息
す
る
鳥
獣
の
生
息
環
境
を
保
全
す
る
。

当
該
区
域
を
含
む
地
域
は
、
落
葉
広
葉
樹
林
、
渓
畔
林
等

が
分
布
す
る
林
相
の
変
化
に
富
む
地
域
で
あ
り
、
ヤ
マ
ガ

ラ
、
キ
ビ
タ
キ
、
キ
セ
キ
レ
イ
、
ニ
ホ
ン
ジ
カ
、
ム
サ
サ

ビ
を
は
じ
め
と
す
る
多
種
多
様
な
鳥
獣
が
生
息
し
て
い
る
。

特
に
良
好
な
鳥
獣
の
生
息
環
境
と
な
っ
て
い
る
養
老
公
園

一
帯
の
広
葉
樹
林
の
当
該
区
域
に
つ
い
て
、
特
別
保
護
地

区
に
指
定
し
、
生
息
す
る
鳥
獣
の
生
息
環
境
を
保
全
す
る
。

指

定

目

的

千
光
寺
特
別
保
護

地
区

福
岡
中
学
校
特
別

保
護
地
区

養
老
特
別
保
護
地

区 名

称

環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
生
活
部
環
境
生
活
政
策
課
、
飛�
県
事
務
所
環
境
課
及

び
高
山
市
役
所

環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
生
活
部
環
境
生
活
政
策
課
、
恵
那
県
事
務
所
環
境
課
及

び
中
津
川
市
役
所

環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
生
活
部
環
境
生
活
政
策
課
、
西
濃
県
事
務
所
環
境
課
及

び
養
老
町
役
場

縦

覧

場

所

は
じ
め
と
す
る
多
種
多
様
な
鳥
獣
が
生
息
し
て
い
る
。
特

に
針
葉
樹
の
大
径
木
が
存
在
し
良
好
な
鳥
獣
の
生
息
環
境

と
な
っ
て
い
る
当
該
区
域
に
つ
い
て
、
特
別
保
護
地
区
に

指
定
し
、
生
息
す
る
鳥
獣
の
生
息
環
境
を
保
全
す
る
。



令
和
七
年
六
月
十
七
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

竹

内

治

彦

１
令
和
７
年
６
月
２
日
現
在
に
お
い
て
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
の
総
数

1,608,917人

２
総
数
の
50分
の
１
の
数

32,179人

３
総
数
の
３
分
の
１
の
数
(そ
の
総
数
が
40万
を
超
え
80万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
40万
を

超
え
る
数
に
６
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
40万
に
３
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

た
数
､
そ
の
総
数
が
80万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
80万
を
超
え
る
数
に
８
分
の
１
を
乗
じ

て
得
た
数
と
40万
に
６
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
40万
に
３
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算

し
て
得
た
数
)

301,115人

４
岐
阜
県
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
別
の
総
数
及
び
３
分
の
１
の
数

公

示

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九

十
五
号)

第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。
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土
岐

市

美
濃

加
茂

市

恵
那

市

羽
島

市

瑞
浪

市

中
津

川
市

関
市
・
美
濃
市

多
治

見
市

高
山

市

大
垣

市

岐
阜

市

選
挙

区
名

44,870

42,553

38,737

55,103

29,299

60,976

85,464

88,364

70,469

143,452

331,535

総
数
(人
)

14,957

14,185

12,913

18,368

9,767

20,326

28,488

29,455

23,490

47,818

110,512

３
分
の
１
の
数
(人
)

加
茂

郡

揖
斐

郡

安
八

郡

不
破

郡

養
老

郡

羽
島

郡

海
津

市

下
呂

市

郡
上

市

本
巣

市

飛�
市

瑞
穂

市

山
県

市

可
児

市

各
務

原
市

38,337

52,646

19,129

26,556

22,135

39,263

26,759

24,413

31,909

42,196

18,704

44,036

20,948

91,966

119,098

12,779

17,549

6,377

8,852

7,379

13,088

8,920

8,138

10,637

14,066

6,235

14,679

6,983

30,656

39,700



令
和
七
年
六
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九

十
五
号)

第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九

十
五
号)

第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

１
調
達
役
務
の
名
称
及
び
数
量
情
報
科
学
芸
術
大
学
院
大
学
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
及
び
保
守
運
用

業
務
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
７
年
３
月
21日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
７
年
４
月
30日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
錦
一
丁
目
11番
11号

名
古
屋
イ
ン
タ
ー
シ
テ
ィ

ネ
ッ
ト
ワ
ン
シ
ス
テ
ム
ズ
株
式
会
社
中
部
支
社

支
社
長
松
本
陽
一

６
落
札
金
額
324,500,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
情
報
科
学
芸
術
大
学
院
大
学
総
務
課

�
所
在
地
大
垣
市
加
賀
野
四
丁
目
１
番
地
７
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県
営
経
営
体
育
成
基
盤
整
備

事
業

(

農
業
用
用
排
水
施
設
整
備)

事

業

の

種

類

県
営
経
営
体
育
成
基
盤
整
備

事
業

(

機

構

関

連

)

事

業

の

種

類

県
営
中
山
間
地
域
総
合
整
備

事
業

(

農
業
用
用
排
水
施
設
整
備)

県
営
中
山
間
地
域
総
合
整
備

事
業

(

農

地

防

災
)

事

業

の

種

類

馬

瀬

地

区

施
行
に
係
る
地
区
名

中

野

方

地

区

施
行
に
係
る
地
区
名

揖
斐
川
中
央
地
区

揖
斐
川
中
央
地
区

施
行
に
係
る
地
区
名

令
和

七
・

一
・
三
一

工
事
完
了
年
月
日

令
和

七
・

三
・
二
四

工
事
完
了
年
月
日

令
和

七
・

二
・
一
〇

令
和

四
・

三
・
一
四

工
事
完
了
年
月
日

令
和
七
年
六
月
十
七
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


